
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人）
公益法人の区

分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

1

梅田公共職業安定
所空調機更新工事

大阪市北区梅田１－
２－２

R5.1.4～R5.2.28

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.4

ユニックス
株式会社

大阪市都島
区毛馬町４
－７－３

61200010
71741

別紙１参照 1,923,900 1,837,000 95.5% - - - -

2

大阪中央労働基準
監督署外１件トイレ
改修工事（変更契
約）

大阪市中央区森ノ宮
中央１－１５－１０

R5.1.17～R5.3.20

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.17

株式会社ラ
イズ

守口市藤田
町１-５０-１

41200011
77301

別紙２参照

変更前：
43,830,600

変更後：
44,971,300

変更前：
27,500,000

変更後：
28,600,000

63.5% - - - -

R4.11.2に
締結した
契約を変更
契約

3

大阪安全衛生教育
センターロボット実習
棟空調機更新工事

河内長野市河合寺４
２３－６

R5.1.19～R5.3.20

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.19

株式会社山
下商会

堺市堺区南
花田口町２
－２－１３

51201010
07407

会計法第２９条
の３第５項及び
予算決算及び
会計令第９９条

２号

2,435,400 1,694,000 69.6% - - - -

4

阿倍野公共職業安
定所間仕切り新設工
事

大阪市阿倍野区文
の里１－４－２

R5.1.24～R5.3.12

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.24

株式会社ア
キラ

大阪市阿倍
野区昭和町
２－１３－２

41200010
04661

会計法第２９条
の３第５項及び
予算決算及び
会計令第９９条

２号

2,035,000 1,980,000 97.3% - - - -

5

大阪中央労働基準
監督署外６件消防設
備修繕工事

大阪市中央区森之
宮中央１－１５－１０
外

R5.1.25～R5.3.20

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.25

株式会社京
津管理

京都市山科
区大塚丹田
３５－４

11300010
24661

会計法第２９条
の３第５項及び
予算決算及び
会計令第９９条

２号

1,658,800 1,443,200 87.0% - - - -

6

大阪労働局第二庁
舎１５階間仕切り設
置工事

大阪市中央区常盤
町１－３－８

R5.1.27～R5.3.21

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.27

星光ビル管
理株式会社

大阪市中央
区北浜３－
５－２９

81200010
77456

別紙３参照 4,915,900 4,730,000 96.2% - - - -

7

泉佐野公共職業安
定所１階求人検索
コーナー窓枠改修及
び壁面塗装工事

泉佐野市上町２－１
－２０

R5.1.31～R5.3.26

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
森實　久美子
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

R5.1.31

株式会社ト
ラスト
大阪府岸和
田市西大路
町２１－６

71201010
47888

会計法第２９条
の３第５項及び
予算決算及び
会計令第９９条

２号

2,443,100 2,007,500 82.2% - - - -

備　　考

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、
期間及び種別

契約を締結した
日

契約の相手方
の商号又は名
称及び住所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び理
由（企画競争又は

公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

公益法人の場合

法人番号



別紙１

契約件名及び数量 梅田公共職業安定所空調機更新工事

随意契約によることとした
理由

本工事にあたり建物の所有者である有限会社寺本不動産まで確認したとこ
ろ、ユニックス株式会社を施工業者として指定されたことから、会計法第２９
条の３第４項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として当該相
手方と随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記の理由により競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２

契約件名及び数量 大阪中央労働基準監督署外１件トイレ改修工事（変更契約）

随意契約によることとした
理由

契約履行中に設計内容の変更があり、履行中の受注者以外の者に
履行させることは合理性に欠け、競争に付すると不利になるものと認
められる。したがって、予算決算及び会計令第１０２条の４第４号イに
基づき随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３

契約件名及び数量 大阪労働局第二庁舎１５階間仕切り設置工事

随意契約によることとした
理由

本工事にあたり建物の所有者である日本生命保険相互会社及び株式会社
藤木工務店まで確認したところ、星光ビル管理株式会社を施工業者として指
定されたことから、会計法第２９の３第４項の「契約の性質又は目的が競争
を許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記の理由により競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考


